
　静岡市行政手続条例第37条第４項各号のいずれかに該当することを理由として、意見公募手続を実施しないで規則等を定めたものです。

【令和元年度】

№ 規則等の題名 担当課 適用除外規定 理由 公布日等

1
静岡市の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部
を改正する規則

契約課 第37条第4項第7号

静岡市規則は、地方公共団体の物品等又は特定役務の
調達手続の特例を定める政令（以下「特例政令」とい
う。）の適用を受ける契約についての手続を規定した
もので、静岡市規則の制定時には、政府調達に関する
協定（平成７年条例第23号）しか特例政令の適用を受
けるものがなかったことから当該協定を規定したに過
ぎず、従前から特例政令の適用を受けるもの全ての手
続を規定しようとしたものであることから、特例政令
の改正に伴う今回の改正は、当然必要となる改正であ
るため。

平成31年4月1日

2

（１）静岡市産業廃棄物処理施設等の設置等に係る指導基準
（２）静岡市産業廃棄物処理施設等の維持管理に関する指導基準
（３）静岡市産業廃棄物最終処分場の維持管理に関する指導基準

廃棄物対策課 第37条第4項第7号

（１）静岡市産業廃棄物処理施設等の設置等に係る指
導基準
改正箇所（第４章第９項第２号キ）は、廃棄物の処理
及び清掃に関する法律施行令（以下、「政令」とい
う。）第７条に規定された産業廃棄物処理施設につい
て、同法施行規則第12条の２各項に規定した産業廃棄
物処理施設の技術上の基準を記述している箇所であ
り、政令の改正に伴い新たな施設が規定されたことか
ら当然必要とされる規定の整理を行うものであるため
（２）静岡市産業廃棄物処理施設等の維持管理に関す
る指導基準
改正箇所（第３項第２号キ）は、政令第７条に規定さ
れた産業廃棄物処理施設について、同法施行規則第12
条の７各項に規定した産業廃棄物処理施設の維持管理
の技術上の基準を記述している箇所であり、政令の改
正に伴い新たな施設が規定されたことから当然必要と
される規定の整理を行うものであるため。
（３）静岡市産業廃棄物最終処分場の維持管理に関す
る指導基準
単に用語、字句の整理を行うものであるため。

平成31年4月1日

3 静岡市児童発達支援センター条例施行規則の一部を改正する規則 障害福祉企画課 第37条第4項第7号
児童福祉法の改正に伴い、当然必要とされる規定の整
理であるため。

令和1年6月6日

4 静岡市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則 戸籍管理課 第37条第4項第7号
静岡市印鑑条例の一部を改正する条例（令和元年静岡
市条例第10号）に伴う当然必要とされる規定の整理で
あるため。

令和1年7月12日

5 静岡市漁港管理規則の一部を改正する規則 水産漁港課 第37条第4項第7号

定めた規則は、蒲原漁港区域内土砂採取料及び占用料
条例（平成17年条例第183号）が廃止されたことに伴
い、同条例の施行に関し必要な事項を定めた静岡市漁
港管理規則（平成15年静岡市規則第201号）第４章を削
除するなどの所要の改正を行うもので、同条例の廃止
に伴い当然必要とされる規定の整理を内容とする規則
等であると認められるため。

令和1年8月22日

6 静岡市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 総務課 第37条第4項第7号

静岡市個人情報保護条例の一部を改正する条例（平成
31年静岡市条例第４号）による静岡市個人情報保護条
例の一部改正に　伴い当然必要とされる規定の整理及
び様式の改正であるため。

令和1年8月9日

7 静岡市障害者歯科保健センター条例施行規則の一部を改正する規則 健康づくり推進課 第37条第4項第2号

静岡市障害者歯科保健センター条例施行規則別表は、
静岡市障害者歯科保健センター条例第６条第２項の規
定により委任を受け使用料等の額を具体的に定めたも
ので、「納付すべき金銭」である静岡市障害者歯科保
健センターの使用料等について定めた同項の「施行に
関し必要な事項」を定めたものであるところ、この額
を変更する改正もまた、「納付すべき金銭」について
定める同条例の規定の「施行に関し必要な事項」を定
めるものであると認められるため。

令和1年9月18日

8 静岡市障害者歯科保健センター条例施行規則の一部を改正する規則 健康づくり推進課 第37条第4項第2号

静岡市障害者歯科保健センター条例施行規則別表は、
静岡市障害者歯科保健センター条例第６条第２項の規
定により委任を受け使用料等の額を具体的に定めたも
ので、「納付すべき金銭」である静岡市障害者歯科保
健センターの使用料等について定めた同項の「施行に
関し必要な事項」を定めたものであるところ、この額
を変更する改正もまた、「納付すべき金銭」について
定める同条例の規定の「施行に関し必要な事項」を定
めるものであると認められるため。

令和1年9月18日

9 静岡市税条例施行規則の一部を改正する規則 税制課 第37条第4項第2号
静岡市税条例の改正を受け、その施行に関し必要な事
項を定める規則改正であるため。

令和1年9月30日

10 静岡市立こども園条例施行規則の一部を改正する規則 こども園課 第37条第4項第2号

定めた規則により改正された静岡市立こども園条例施
行規則（平成27年静岡市規則第51号）別表第３及び別
表第４は、静岡市立こども園条例（平成26年静岡市条
例第106号）第12条第１項の委任を受けて同規則で定め
るこども園の使用料に係る部分であり、定めた規則
は、納付すべき金銭について定める条例の施行に関し
必要な事項を定める規則等であると認められるから。

令和1年10月1日

11 静岡市待機児童園条例施行規則の一部を改正する規則 こども園課 第37条第4項第2号

定めた規則により改正された静岡市待機児童園条例施
行規則（平成27年静岡市規則第52号）別表は、静岡市
待機児童園条例（平成27年静岡市条例第19号）第13条
第１項の委任を受けて同規則で定める待機児童園の使
用料に係る部分であり、定めた規則は、納付すべき金
銭について定める条例の施行に関し必要な事項を定め
る規則等であると認められるから。

令和1年10月1日

12
静岡市重度障害者生活訓練ホーム条例施行規則の一部を改正する規
則

障害福祉企画課 第37条第4項第2号

静岡市重度障害者生活訓練ホーム条例施行規則第５条
は静岡市重度障害者生活訓練ホーム条例第10条第２項
に規定する利用料金の額について規定しており、本改
正は、納付すべき金銭について定める条例の制定又は
改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎とな
るべき金額及び率並びに算定方法についての規則等そ
の他当該条例の施行に関し必要な事項を定める規則等
を定めようとするときに該当するため。

令和1年11月5日

意見公募手続を実施しないで規則等を定めた案件一覧



13 静岡市心身障害者ケアセンター条例施行規則の一部を改正する規則 障害福祉企画課 第37条第4項第2号

静岡市心身障害者ケアセンター条例施行規則第６条は
静岡市心身障害者ケアセンター条例第８条第２項に規
定する利用料金の額について規定しており、本改正
は、納付すべき金銭について定める条例の制定又は改
正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となる
べき金額及び率並びに算定方法についての規則等その
他当該条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を
定めようとするときに該当するため。

令和1年11月5日

14 静岡市清水社会福祉会館の使用料の減額又は免除に係る審査基準 福祉総務課 第37条第4項第2号

定めた規則等は、清水社会福祉会館の利用に係る料金
の減額又は免除の判断をするための基準を定めるもの
であり、「納付すべき金銭について定める条例」の
「施行に関し必要な事項を定める規則等」に該当する
ため。

令和1年12月17日

15 静岡市税条例施行規則の一部を改正する規則 税制課 第37条第4項第2号
静岡市税条例の改正を受け、その施行に関し必要な事
項を定める規則改正であるため。

令和1年12月25日

16

静岡市世代間交流センター条例施行規則（平成15年静岡市規則第96
号）第５条第１項の「市長が特別の理由があると認める場合」及び
「市長が減額又は免除の必要があると認める額」に係る基準

高齢者福祉課 第37条第4項第2号

定めた規則等は、世代間交流センターの利用に係る料
金の減額又は免除の判断をするための基準を定めるも
のであり、「納付すべき金銭について定める条例」の
「施行に関し必要な事項を定める規則等」に該当する
ため。

令和1年12月26日

17

静岡市老人福祉センター条例施行規則（平成15年静岡市規則第93
号）第６条第１項の「市長が特別の理由があると認める場合」及び
「市長が減額又は免除の必要があると認める額」に係る基準

高齢者福祉課 第37条第4項第2号

定めた規則等は、老人福祉センターの利用に係る料金
の減額又は免除の判断をするための基準を定めるもの
であり、「納付すべき金銭について定める条例」の
「施行に関し必要な事項を定める規則等」に該当する
ため。

令和1年12月26日

18 静岡市児童福祉法等施行細則の一部を改正する規則 障害者支援推進課ほか 第37条第4項第7号

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）の一部改正に伴
い、障害児通所支援の種類が追加されること及び児童
自立生活援助に係る規定が追加されたこと、また、児
童福祉法施行令第22条の規定に基づき、医療費支給認
定に係る小児慢性特定疾病による身体の状況若しくは
当該小児慢性特定疾病に係る治療の内容に照らして療
養に係る負担が特に重い者として厚生労働大臣が定め
た告示（平成26年厚生労働省告示第462号）が改正さ
れ、疾患群に骨系統疾患及び脈管系疾患が追加された
こと及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定について
の一部改正について（健発0625第14号）の技術的助言
が厚生労働省からなされたことから、静岡市児童福祉
法等施行細則（平成15年静岡市規則第110号）の規定を
整理するとともに、同規則に定める様式のうち、障害
児通所給付費支給申請書及び障害児通所給付費支給変
更申請書に記載することとされている障害児通所支援
の種類に係る欄の記載及び小児慢性特定疾病医療費支
給認定における重症患者認定に係る様式の名称を変更
するとともに、記載することとされている小児慢性特
定疾病重症患者認定基準の種類に係る欄の記載を改め
るものであって、他の法令の改正に伴い当然必要とな
る規定の整理に該当するため。
　また行政手続きにおける特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）
の実施に伴い、各申請書の様式に個人番号の記載欄を
設ける必要があるため。

令和2年3月5日

19
静岡市心身障害児福祉センター「いこいの家」の通園訓練に関する
条例施行規則を廃止する規則

障害者福祉企画課 第37条第4項第6号

当該条例施行規則の廃止は、当該条例施行規則を定め
る根拠となる静岡市心身障害児福祉センター「いこい
の家」の通園訓練に関する条例（平成15年静岡市条例
第157号）が廃止されたことに伴い、当然必要とされる
当該条例施行規則の廃止をしようとするものであり、
規則等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当
然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき
に該当するため。

令和2年3月19日

20
静岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の
一部を改正する規則

建築指導課 第37条第4項第2号
静岡市手数料条例の改正を受け、その施行に関し必要
な事項を定める規則改正であるため。

令和2年3月19日

21 静岡市県営土地改良事業にける特別徴収金に関する条例施行規則 農地整備課 第37条第4項第2号

納付すべき金銭について定める静岡市県営土地改良事
業に係る特別徴収金に関する条例の制定により、当該
金銭の納付時期その他当該条例の施行に必要な事項を
定める規則の制定のため。

令和2年3月31日

22 静岡市健康増進法施行細則の一部を改正する規則 食品衛生課 第37条第4項第7号

健康増進法の一部を改正する法律（平成30年法律第78
号）の施行に伴い当然必要とされる引用条項の整理の
ほか、特定給食施設開始届出書並びに健康増進法に基
づく勧告及び命令に係る様式並びに用語等の形式的な
整理であって、いずれも軽微な変更であるため。

令和2年3月31日

23 静岡市知的障害者福祉施設条例施行規則の一部を改正する規則 障害福祉企画課 第37条第4項第2号

静岡市知的障害者福祉施設条例施行規則第６条は静岡
市知的障害者福祉施設条例第７条第２項に規定する利
用料金の額について規定しており、本改正は、納付す
べき金銭について定める条例の制定又は改正により必
要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及
び率並びに算定方法についての規則等その他当該条例
の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようと
するときに該当するため。

令和2年3月31日

24 静岡市身体障害者福祉施設条例施行規則の一部を改正する規則 障害福祉企画課 第37条第4項第2号

静岡市身体障害者福祉施設条例施行規則第６条は静岡
市身体障害者福祉施設条例第７条第２項に規定する利
用料金の額について規定しており、本改正は、納付す
べき金銭について定める条例の制定又は改正により必
要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及
び率並びに算定方法についての規則等その他当該条例
の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようと
するときに該当するため。

令和2年3月31日

25 静岡市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則 廃棄物対策課 第37条第4項第7号

改正個所、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和
45年法律第137号）、法施行令（昭和46年政令第300
号）及び法施行規則（昭和46年厚生省令第35号）の一
部に所要の改正がなされたことに伴い当然必要とされ
る規定の整理を行うものであるため。

令和2年3月5日

26 静岡市斎場条例施行規則の一部を改正する規則 戸籍管理課 第37条第4項第7号

市が運行する霊柩自動車の車種を規定する静岡市霊柩
自動車利用条例の中型霊柩自動車廃止に伴う改正にあ
たり、当然必要とされる規定の整理を内容とする規則
等を定めようとするときであるため。

令和2年3月26日



27 静岡市母子保健法施行細則の一部を改正する規則 保健予防課 第37条第4項第3号

静岡市母子保健法施行細則（平成15年静岡市規則第133
号）に定める、母子保健法（昭和40年法律第141号）第
20条に基づく養育医療の給付の決定を行うために必要
となる算定の基礎を、所得税法（昭和40年法律第33
号）に規定する所得税額等から地方税法（昭和25年法
律第226号）に規定する市町村民税額等に改めるもので
あり、予算の定めるところにより金銭の給付決定を行
うために必要となる算定方法その他の事項を定める規
則等を定めようとするときに該当するため。

令和2年3月19日

28

（１）静岡市総合運動場条例施行規則の一部を改正する規則
（２）静岡市体育館条例施行規則の一部を改正する規則
（３）静岡市城北運動場条例施行規則の一部を改正する規則
（４）静岡市清水ナショナルトレーニングセンター条例施行規則の
一部を改正する規則
（５）静岡市清水蛇塚スポーツグラウンド条例施行規則の一部を改
正する規則
（６）静岡市スポーツ広場条例施行規則の一部を改正する規則
（７）静岡市清水駅東口クライミング場条例施行規則の一部を改正
する規則
（８）静岡市キャンプ場条例施行規則の一部を改正する規則
（９）静岡市清水庵原球場条例施行規則の一部を改正する規則

スポーツ振興課 第37条第4項第7号
各条例の一部改正に伴う、様式の修正等軽微な改正で
あるため。

令和2年3月26日
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（１）静岡市多目的スポーツグラウンド条例施行規則の一部を改正
する規則
（２）静岡市コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する
規則
（３）静岡市ふれあい健康増進館条例施行規則の一部を改正する規
則
（４）静岡市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則
（５）静岡市有度山総合公園運動施設条例施行規則の一部を改正す
る規則

スポーツ振興課 第37条第4項第7号
各条例の一部改正に伴う、様式の修正等軽微な改正で
あるため。

令和2年3月31日

29 静岡市地域福祉共生センター条例施行規則の一部を改正する規則 福祉総務課 第37条第4項第7号
静岡市地域福祉共生センター条例の一部を改正する条
例（令和２年静岡市条例第44号）の施行に伴い、当然
必要とされる規定の整理であるため。

令和2年3月31日

30 静岡市水道事業及び下水道事業会計規程の一部を改正する規程 お客様サービス課 第37条第4項第2号

定めようとしている様式は、水道料金又は下水道使用
料に係るもので、納付すべき金銭である水道料金又は
下水道使用料について定めた静岡市水道事業給水条例
又は、静岡市下水道条例の施行に関し必要な事項であ
ると認められることから、静岡市行政手続条例第37条
第４項第２号に該当するため。

令和2年3月31日

31 静岡市情報公開条例施行規則等の一部を改正する規則 総務課 第37条第4項第7号

令和元年７月１日に不正競争防止法等の一部を改正す
る法律（平成30年法律第33号）の一部が施行されたこ
とに伴い、工業標準化法（昭和24年法律第185号）の一
部が改正された。
　これを受け「日本工業規格」の用語を引用している
規則について、当該用語を「日本産業規格」に改める
改正であるため。

令和2年3月19日


